
安全な水道水を安定してお届けするために
企業団は設立から５０年以上が経過しており、水道施設の老朽化が進んでいます。
特に管路の老朽化が顕著となってきています。
住民生活や都市活動を支えるために企業団では、２４時間３６５日、安全な水道水を安定してお届け
することを責務として、今後も計画的な施設整備を進めてまいります。

企業団は設立から５０年以上が経過しており、水道施設の老朽化が進んでいます。
特に管路の老朽化が顕著となってきています。
住民生活や都市活動を支えるために企業団では、２４時間３６５日、安全な水道水を安定してお届け
することを責務として、今後も計画的な施設整備を進めてまいります。

【老朽化の状況】

老朽化した管路の状況
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企業団の管路経年化率の推移

※管路経年化率・・・法定耐用年数（40年）を超えた水道管の割合を示す指標です。

平成27年度から
令和5年度までで
60％以上上昇

送水管を布設しているようす送水管を布設しているようす

令和8年3月1日発行
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送水管路の複線化送水管路の複線化

第二送水管布設工事の概要
・総 延 長:約105km
・工事期間:令和7～46年度（40年間）
・事 業 費:1,110億円（構想時見込み数値）

新設送水管
既設送水管
受水槽

柏市柏市

八千代市八千代市

中里中継ポンプ場中里中継ポンプ場

沼南給水場沼南給水場

北千葉浄水場

北千葉取水場

北船橋給水場北船橋給水場

花井中継ポンプ場花井中継ポンプ場

松戸市松戸市

流山市流山市

習志野市習志野市

野田市野田市

我孫子市我孫子市
第二導水管の
運用開始(R7)
第二導水管の
運用開始(R7)

（イメージ図）（イメージ図）

既設導水管 既設送水管
北千葉浄水場北千葉取水場

江戸川
新設導水管 新設送水管

受水槽 各家庭へ

企業団では、一部構成団体へ給水開始後、昭和56年度から全構成団体への給水を
開始しました。その後も順次水需要の動向に合わせた施設整備を進め、平成12年
度に創設事業が完了しました。

企業団では、一部構成団体へ給水開始後、昭和56年度から全構成団体への給水を
開始しました。その後も順次水需要の動向に合わせた施設整備を進め、平成12年
度に創設事業が完了しました。

経　過

昭和54年度 ・一部構成団体へ給水開始（創設事業費：約2,032億円）

高度浄水処理は、オゾン処理と生物活性炭処理を組み合わせた水処理技術で、より
安全で良質な水道水を安定的に供給することが可能となりました。
高度浄水処理は、オゾン処理と生物活性炭処理を組み合わせた水処理技術で、より
安全で良質な水道水を安定的に供給することが可能となりました。

平成26年度 ・高度浄水処理による給水開始（事業費：約189億円）

導水管は、取水場で取水した原水を浄水場まで導く管路です。管路を複線化した
ことにより、一方の導水管に万一事故が発生しても、もう一方を使用することで、
安定的に送水を継続することが可能になりました。

導水管は、取水場で取水した原水を浄水場まで導く管路です。管路を複線化した
ことにより、一方の導水管に万一事故が発生しても、もう一方を使用することで、
安定的に送水を継続することが可能になりました。

企業団の送水管は、大部分が昭和48年度から55年度までに布設されたため、経年
化による事故リスクが高まっています。
漏水や地震による被害の拡大を防ぐため、計画的な管路の整備が必要です。

令和７年度 ・第二導水管の運用開始（事業費：約170億円）

（上）現在の浄水場（上）現在の浄水場

（左）第二導水管
　  トンネル内部
（左）第二導水管
　  トンネル内部

昭和47年度に発足した企業団は、その翌年度から創設事業に着手し、取水場や浄水場などの施設整備を進めました。
また、創設事業が完了してからは、バックアップ機能の強化を目的とした施設整備などに取り組んできたところです。
今後も安全な水道水を安定してお届けするために、計画的な施設整備を進めていきます。

送水管は、浄水場から各構成団体の受水槽へ水道水を送る管路です。
老朽化した管路による事故リスクを軽減するため、導水管路の複線化に引き続き、送水管路の複線化を実施していきます。

事業の目的
●老朽化した管路の整備

管路の一部はループ化されていますが、単一管路の場所が多いため、管路事故に
よる大規模断水リスクを有しています。
緊急時にも対応可能なバックアップ機能の強化が必要です。

●安定給水の確保

●経年化に起因する漏水事故のリスクを低減し、管路の安全性を確保します。
●耐震管を採用することにより、大規模地震に対する耐震性能の向上を図ること
　ができます。

●管路事故リスクの低減

●管路の交互点検などが可能となるため、計画的な保全対策が可能になります。
●一方の送水管に事故が発生しても、もう一方を使用することで送水を継続
　できるようになります。

●維持管理・バックアップ機能の強化
引っかかって
抜けない

継手
部分の構造

事業の効果

TopicTopic
第二送水管布設工事の
着工に先立ち、本年
1月13日、北千葉浄水場
で企業団主催の始点杭
打ち式を開催しました。
当日は、構成団体の市
長にもご参加いただき
ました。

始点杭打ち式

企業団の施設整備企業団の施設整備

安全な水道水を安定してお届けするために特 集特 集
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①安定給水の確保に向けた送水管整備事業の実施
〈取組事項〉 〈構成団体への給水量（千葉県営水道・７市営水道）〉

［資本的収支］
水道施設を整備するための予算

（消費税込み数値　単位：億円）

［収益的収支］ 
水道水をつくるための予算

（消費税込み数値　単位：億円）

2 , 2 6 2百万円
○第二送水管布設工事（第1期）の着実な実施
○官民連携等を踏まえた次期以降の執行計画の検討
　・第二送水管整備事業に伴うDBアドバイザリー業務委託
②予防保全を念頭においた水道施設の適切な維持管理 6 9 7百万円
○定期的な点検・調査による予防保全と修繕の実施による施設の長寿命化
　・排水処理施設脱水機、1号オゾン処理設備等の修繕工事　等
③施設の優先度・重要度を踏まえた計画的な更新 9 7 9百万円
○継続費（更新事業（第4次））に計上された施設更新工事の着実な実施
　・1系ろ過池サイフォン、管理本館等無停電電源装置等の更新工事　等
④その他社会的要請への対応 3 0 3百万円
環境対策、デジタル化、災害対策

その他

8

給水収益
（構成団体からの給水料金収入）

126

収支差益
（消費税控除後）

1

減価償却費など

59

借入金に対する
支払利息

4

動力・薬品・修繕など
水道水を供給するための費用

61
支出

億円
124

収入

億円
134

支出

億円
69

老朽化施設を
更新するための事業費

46

水源を取得する
ための負担金

4

借入金の返済

19

減価償却費
などから生じる

内部留保資金で補てん

57

国庫補助金・
借入金など

12

年間総給水量　1億7,582万㎥　前年度比 101.4%（東京ドーム約142杯分）

千㎥
80,00040,00030,00020,00010,0000

千 葉 県

松 戸 市

野 田 市

柏 　 市

流 山 市

我孫子市

習志野市

八千代市 10,968　

10,722

6,680

16,673

36,245

14,719

5,475

74,336

収入

億円
12

水道施設の老朽化や自然災害の激甚化・頻発化、生産年齢人口の減少など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。そこで、企業団の事業運営に
影響を及ぼす事項を整理し、企業団が目指すべき理想像とその実現に向けた取組の方向性を新たに定めることとしました。

詳細はホームページで
ご覧いただけます。北千葉広域水道ビジョンを策定しました

【基本理念と目指すべき理想像】【基本理念と目指すべき理想像】

安 全安 全
安全・安定の
信頼される水道
安全・安定の
信頼される水道

安全な水道用水を安定的に
お届けすることで、信頼される
水道を目指します。

強 靱強 靱
災害に強い
頼りになる水道
災害に強い
頼りになる水道

大規模災害時においても水道施設の
被害を最小限に抑えるなど、
頼りになる水道を目指します。

持 続持 続
将来に続く

持続可能な水道
将来に続く

持続可能な水道

経営基盤・組織運営の強化・効率化などに
より、健全な事業運営が持続可能な水道を
目指します。

【基本理念】
安全・強靱・持続のもとに
地域を支える広域水道

計画期間
令和８～27年度(20年間)

令和８年度予算の概要 令和８年度予算は、第16次経営戦略に掲げた施策に基づき、
以下の取組事項を着実に推進するための経費を計上しました。
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令和8年3月1日（年2回発行）　今号では、企業団の施設整備と北千葉広域水道ビジョンについてご紹介いたしました。
　水道施設の整備には多大な費用と時間がかかることから、計画的に整備していくこと
が重要となります。今後は、送水管路を40年かけて複線化することで、管路事故リスク
の低減やバックアップ機能の強化を進めていきます。
　また、今回策定した北千葉広域水道ビジョンに掲げる新たな基本理念のもと、これからも
安全な水道水を安定してお届けできるよう尽力してまいります。

＊テ ー マ 『水について考える』（個別の題名は自由）
＊応募資格 令和８年度に県内在住・在学の中学生
＊応募方法 400字詰原稿用紙4枚以内で、ちば電子申請サービスまたは郵送により応募。
 本文の前（原稿用紙枠内）に、①題名、②学校名（ふりがな）、③令和8年度の学年、
 ④氏名（ふりがな）を明記してください。
＊申込締切 令和8年5月11日（月）必着
＊送付先及び 〒260-8667　千葉市中央区市場町1番1号
　お問い合わせ先 千葉県 総合企画部 水政課 水資源・水利班
 電話：043-223-2273
＊入賞発表　6月中旬頃に所属する中学校等を通じて入賞者へ通知します。

全日本中学生全日本中学生水の作文コンクール
8月1日は「水の日」、8月1日から7日までは「水の週間」です。
千葉県では、「水について考える」をテーマに、中学生の皆さまからの作文を募集しています。

間間週週道道水水 でで
すす第 回第68回

6月1日～7日まで
の1週間は、

6月1日～7日まで
の1週間は、

第48回

人事行政運営等の状況
1 職員給与の内容1 職員給与の内容 2 職員に関する状況2 職員に関する状況

3 職員の勤務時間その他勤務条件3 職員の勤務時間その他勤務条件

北千葉広域水道企業団職員の人事や給与などの状況についてお知らせします。
（地方公務員法及び企業団条例に基づいて公表している内容です。）
詳細はホームページでご覧いただけます。

■職員の初任給

（令和７年４月１日現在）
学校卒業後、すぐに採用された場合の初任給です。

大学卒業

高校卒業

区　　分

237,600円

206,700円

月　　額

　当企業団は、日勤職員のほか浄水場を２４時間運転管理するため交替制勤
務職員を置いています。

交替制
勤務職員

日勤職員 1日あたり7時間45分
1週間あたり38時間45分

勤務時間区分 開始時刻 終了時刻 休憩時間 年次休暇

8時30分 17時15分 12時～13時

1勤務あたり15時間30分 16時45分 翌日9時15分 1時間

１年度最高20日
（20日限度で繰越可能）
職員平均取得実績
16日1時間（令和6年度）

総務調整室 047-345-3211●お問い合わせ

※職員の休暇制度は、表に掲げる年次休暇のほか療養休暇、特別休暇等があります。

■年齢別職員数（構成比）

　今後、50歳代の職員が順次定年退職を迎えることから、年齢構成の平準化に
配慮した計画的な職員採用に努めることとしています。

（令和７年３月３１日現在）

夜間勤務手当などその他

給　料

扶養手当

地域手当

住居手当

その他

職員１人当たり平均支給年額　307千円時間外勤務
休日勤務手当

支給対象職員1人当たり平均支給年額   9,305　円
職員全体に占める手当支給職員の割合   21.25%
手当の種類 6種類
支給額の多い手当 浄水等作業手当､危険作業手当

定年
24.586875月
47.709月

自己都合
19.6695月
47.709月

区分
勤続20年
最高限度額

退職手当

給料表に定める額

子    10,000円
16歳から22歳までの子   1人5,000円加算
子以外の扶養親族  1人6,500円

8%

家賃の額に応じて28,000円を限度に支給
（家賃16,000円を超える場合に限る）

通勤手当、管理職手当など

１人当たり平均支給年額　  1,820千円
期末手当 2.50月分　勤勉手当 2.10月分
※職制上の段階、職務の級などによる加算措置があります。

特殊勤務手当
危険、不快、不健康、困難
などの著しく特殊な勤務
に従事したときに支給

期末・勤勉手当
民間企業のボーナスに
相当する手当

■職員の平均年齢、平均給料月額、
　平均給与月額 （令和７年４月１日現在）

※給与月額とは、月々支給される給料と諸手当（期末・勤勉手当、
退職手当を除くすべての手当）の合計をいいます。

43歳4月 327,633円 413,993円

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

■特別職の給料・報酬
（令和７年４月１日現在）

※期末手当には、一般職と同様の加算措置があります。

企業長（常勤）

議　長

副議長

議　員

区　　分

720,000円

 27,000円

 26,000円

 25,000円

報酬月額 期末手当

6月期
 2.30月分
12月期
 2.30月分
計 4.60月分

■職員数 （令和７年４月１日現在）

※職員数は、一般職に属する職員数です。

81人
〔98人〕

81人
〔98人〕

0人
〔0人〕

Ｒ７ Ｒ６ 増減 増減の理由

 職　員　数
 〔条例定数〕

区　分

　地方公営企業職員の給与は、「地方公営企業法」により、
一般家庭の生計費、同一又は類似の職種の国及び地方公共
団体の職員並びに民間事業の従事者の給与の状況等を考
慮して定めることになっています。
　当企業団では、千葉県等構成団体の給与制度に準拠して
定めた条例に基づいて、給与を支給しています。

令和８年度 職員採用試験

受付期間、試験日程、受験資格等採用試験の詳細は、
企業団ホームページをご覧ください。

企業団では、令和9年4月採用予定
の職員を募集します。採用された
職員は、地方公務員となります。

総務調整室
047-345-3211

お問い合わせ

職員採用上級試験

各3名
程度

計6名
程度

平成８年４月２日
から

平成17年４月１日
までに
生まれた方

事 務

機 械
電 気
土 木

試験職種 受験資格採用予定人員 職務の内容

教養試験
専門試験
　論文
　面接

専門試験
　論文
　面接

試験内容

庶務・広報・人事・経理・企画立案等の一般事務

水道施設の計画・設計・施工管理、維持管理の業務等

水道施設の計画・設計・施工管理、運転・保守管理の業務等

技術職（土木、電気、機械）は教養試験がありません！
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　与

毎
月
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支
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実
績
に
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じ
て
支
給

臨
時
に
支
給

「水のふるさと見学ツアー」を開催しました
　昨年８月20日に「水のふるさと見学ツアー」を開催し、15組の親子（30名）が企業団の水源地である
栃木県鹿沼市を訪れました。
　当日は、南摩ダムの建設現場や水源地を見学することでダムの役割や思川の水源林の大切さを
学ぶことができました。また、そば打ちや鹿沼伝統工芸「組子製作」の体験を通して、水源地域の人
たちとの交流を深めることができました。

建設現場見学建設現場見学 水源地見学水源地見学

13人
（16%）

24人
（30%）

14人
（17%）

24人
（30%）

6人
（7%）

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代
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